
新潟県高等学校等就学支援金
e-Shienシステム入力ガイドライン

R6在校生向け（7月～翌年6月）用

１ ７月～翌年６月までの就学支援金に係る手続きについて

※ただし、以下の場合は手続きが必要です。

・ 申請時に、個人番号（マイナンバー）を提出していない場合
（課税証明書を提出又はマイナンバーカードを使って自己情報を入力された方）

→ 該当者には在学する学校を通じてお知らせ文書及び専用の入力ガイドラインを
配付します。受け取られた場合は、手続きをお願いします。

・ 保護者等に変更（再婚・離婚又は死別・転居等）がある場合

→ 就学支援金等支給事務センター（ ☎ 025-280-5143 ）へご連絡ください。

→ 手続きが必要

現在認定の方

現在認定以外の方
・授業料を支払っている方
・７月１日時点で在学期間が36月（通信・定時制は48月）を

超えている方

手続き方法は３ページ以降をご確認ください。

２ システムからの申請手続き期限

令和６年７月３１日（水）まで

期限に遅れた場合、授業料を自己負担していただくことになります。
期限内であっても、余裕をもって早めに手続きを完了させてください。！重要！

※在学する学校を通じて文書でもお知らせします。

審査結果は10月頃、e-Shienシステムから確認できます。

３ お問い合わせ先
• 就学支援金制度に関すること → 新潟県就学支援金等支給事務センター

☎ 025-280-5143［受付時間］月曜日～金曜日（祝日除く）午前９時～午後５時まで

• その他のこと → 在学する学校の事務室

※e-Shienシステムは土日祝日を含む24時間入力可能です（メンテナンス日時を除く）。

→ 原則、手続きが不要
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1 目次（入力手順と留意点）

申請内容・審査結果の確認

審査結果はe-Shienシステムで確認可能（10月頃）

入力内容を確認する

申請内容の最終チェック

保護者等の個人番号を登録する

・電話番号は必ず登録すること
・生徒が成人（18歳以上）の場合は要注意

・「奨学のための給付金」申請等の手続きのために使用する場合があります。

学校情報を登録する

生徒情報を登録する

メールアドレスは入力しない

意向を登録する

「申請」の有無を選択

システムにログインする

ID・パスワード入力時は大文字小文字・半角全角に注意
3ページ

4ページ

7ページ

8ページ

9ページ

14ページ

15ページ

※手続き完了後の流れとQ＆Aは17ページ以降にあります

！重要！

！重要！

申請しない

終了

※e-Shienシステムは土日祝日を含む24時間入力可能です（メンテナンス日時を除く）。
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e-Shien：https://www.e-shien.mext.go.jp/

e支援 ログイン

「e支援 ログイン」 で検索

① 学校から配付されたログインID通知書を用意する

④ 通知書に記載のログインIDとパスワードを入力する

③ お持ちのパソコンやスマートフォンから、サイトにアクセスする

【見本】

※通知書は卒業まで使用しますので、大切に保管してください。

紛失した場合、在学する学校の事務室に再発行を依頼してください。

※１年生（中等４年生）は入学（進級）時に配布されています。

※ログインIDは半角数字です

2 e-Shienシステムにログインする

スマホからの申請はこちら

④

⑤
⑤ ログインをクリックする

④

■ □ □ □ □ □ □

！重要！

※パスワードは半角です

画面イメージはすべてPC画面です

※パスワードを５回間違うとロックがかかります。

ロックがかかった場合は就学支援金等支給

事務センターにご連絡ください。

☎ 025-280-5143

② 保護者等の個人番号（マイナンバー）12桁がわかるもの（マイナンバー
カード等）を用意する（11ページ④《個人番号（マイナンバー）確認方法》参照）
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3 受給資格認定申請の意向登録をする

※上段…申請する（授業料免除の申請をする）→６ページへ

※下段…申請しない（授業料を納入する） →５ページへ

①

②

③ 申請の意思を選択する

④

④ 入力内容確認をクリックする

■ ■ □ □ □ □ □

① トップ画面（マイページ）から「意向登録」をクリックする

② 確認事項を読み、 すべてに✓
を入れる

【参考】

意向登録後、入力を中断したことな
どにより、トップページから再度入力
画面を表示する場合、「認定申請」を
クリックしてください。

（注意！）
認定申請（家計急変）

を選択しない！

※「意向登録」の表示が灰色となっている
場合は、意向登録は完了しています。

③
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4 意向登録を確認する
■ ■ ■ □ □ □ □

申請しない（下段）を選んだ場合

① 登録内容が「所得制限基準に該当する，または～」と表示されて
いるか確認する

修正が無ければ
クリックする。修正する場合はこちら

② 手続きは以上で終わりです

※誤って登録した場合は、速やかに就学支援金等支給事務センターに連絡して登録解除を

依頼してください。 ☎ 025-280-5143 
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① 登録内容が「高等学校等就学支援金の受給を受けたいので～」
と表示されているか確認する

② 「続けて受給資格認定申請を行う」をクリックする

②

（注意！）
家計急変を

選択しない！

修正が無ければ
クリックする。

※ここでは申請の意向
が登録されただけで
す。必ずクリックして
次ページ以降に進ん
でください。

修正する場合はこちら

申請する（上段）を選んだ場合

※誤って登録した場合は、速やかに就学支援金等支給事務センターに連絡して登録解除を

依頼してください。 ☎ 025-280-5143 
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5 生徒情報を登録する

① 記入上の注意をよく読み、生徒情報の必須項目を入力する

①

「氏名」、「ふりがな」、
「生年月日」は初めから
入力されているので、住
所等を入力してください

※ 生年月日に誤りがある場合は
修正してください。

② 「学校情報入力」
をクリックする ②

①

【参考】

入力を中断したことなどにより、
トップページから再度入力画
面を表示する場合は、「認定
申請」をクリックしてください。

必須項目を入力

■ ■ ■ ■ □ □ □

（注意！）
認定申請（家計急変）を選択しない！

メールアドレスは入力し
ないでください（入力す
ると不要なメールが届く
ようになります）

※「意向登録」の表示が灰色
となっている場合は、 意
向登録は完了しています。

※住所（都道府県）はプル
ダウンで選択
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6 学校情報を登録する

① 「学校の名称」、「在学期
間」及び「支給停止期間
（該当者のみ）」は、初め
から入力されているので、
修正はしないでください

①

②

■ ■ ■ ■ ■ □ □

② 「保護者等情報入力」
をクリックする
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7 保護者等の個人番号を登録する

① その年の７月1日時点の状況を選ぶ

※ 内容に応じて、下に入力画面が表示されます。

• 両親（親権者2名）
• ひとり親家庭（親権者1名）

• 両親（親権者）がおらず、
祖父母や叔父叔母などが
生徒の学費等を負担して
いる

• 生徒の年齢が7/1時点で
18歳以上

など

①

■ ■ ■ ■ ■ ■ □

10ページへ
お進みください

13ページへ
お進みください
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【「親権者はいます。」を選んだ方】

※ 「親権者はいません。」を選んだ方は13ページにお進みください

②状況を選ぶ

※家庭の事情とは、DV・養育放棄等を指します
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③ 登録が必要な保護者等の
入力欄が人数分表示される
ので、必須項目を入力する

④

必ず「個人番号を入力する」を選択する

※生徒本人の個人番号を提出する場合に
限り、マイナンバーカード等個人番号が
記載された面の画像アップロードが必要
になります。

日中、連絡のつく電話番号を必ず入力
してください。

メールアドレスは入力しないでください。
（入力すると不要なメールが届くように
なります。）

④ 収入状況提出方法は、「個人
番号を入力する」にチェックし、
個人番号（マイナンバー）を入
力する
※スペースなしで半角12桁を入力

《個人番号（マイナンバー）確認方法》

・マイナンバーカード
・通知カード
・マイナンバー入り住民票（19ページ Q5参照）

※外国名はカタカナ入力も可能

※スペースなし半角12桁を入力
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⑤ 今年の1月1日時点での生

活保護（生活扶助）の受給
の有無を選択する

生活保護（生活扶助）
受給ありの場合

⑦ 入力内容確認（一時保存）
ボタンをクリックする

生活保護（生活扶助）
受給なしの場合

⑤ 今年の1月1日時点での生

活保護（生活扶助）の受給
の有無を選択する

⑦ 入力内容確認（一時保存）
ボタンをクリックする

市にお住いの方
都道府県欄で新潟県を選択し、市区町村欄は
お住いの市を選択

町村にお住いの方
都道府県欄で新潟県を選択し、市区町村欄は
「－」を選択

今年の１月１日時点の住所地（課税地）を
選択

※ 海外（住民税を課されていない）の場合は
「日本国内に住所を有していない」に✓

⑥ 福祉事務所の設置自治体
を選択する

⑥ 課税地情報（都道府県、市
区町村）を選択する

- 12 -



【「親権者はいません。」を選んだ方】

「いません。」の場合
→Q３を回答してください。

「います。」の場合
→未成年後見人の保護者等情報欄の入力が
必要です。入力方法は11ページ参照

「いません。」の場合
→Q４を回答してください。

「います。」の場合
→主たる生計維持者の保護者等情報欄の入
力が必要です。入力方法は11ページ参照

「できます。」の場合
→生徒本人の保護者等情報欄の入力が必
要です。入力方法は11ページ参照

※主たる生計維持者とは、親権者（父・母）がいない場合

又は生徒本人が7/1時点で18歳以上の場合となります。
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8 入力内容を確認をする

① 生徒情報、学校情報、保
護者等情報が表示される
ので、正しく入力されてい
るかを確認する

③ 「本内容で申請する」
ボタンを クリックする

①

②

③

※申請後は登録内容の修正は

できません。申請内容をよく

確認してください。

お疲れ様でした。以上で申請手続きは完了です。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

② 確認事項を確認し、それぞれ
チェックする

※入力が正しく完了しているか、次ページ（15ページ）
「申請内容確認方法」により確認してください
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9 申請内容、審査結果を確認する

e-Shienシステムでの手続完了後に、申請内容や審査結果を確認する
ことができます

① トップ画面（マイページ）の
下部にある「認定状況」の
欄に申請状況や審査状況
が表示される

② 申請内容の詳細を確認す
るためには，「表示」ボタン
をクリックする

①

②

登録している申請内容に誤りがあ

る場合は就学支援金等支給事務セ

ンター（ ☎ 025-280-5143 ）に連絡

してください。

申請内容確認方法

※

※「受給資格認定申請 審査中」となっていない場合は入力が

完了していませんので、入力を完了させてください。

※「受給資格認定申請（家計急変） 審査中」となっている場合

は正しい申請ではありません。修正入力が必要なため、就学

支援金等支給事務センター（ ☎ 025-280-5143 ）に連絡して

ください。

③ 申請内容の詳細が表示さ
れる

※一番下の行を確認

- 15 -



審査が完了すると、10月頃にe-Shienシステムで下記のとおり結果を確認
できます。

※在学する学校を通じて、文書でも審査結果をお知らせします。

① トップ画面（マイページ）の
下部にある認定状況の審
査状況が「審査完了」に
なっているか確認する

② 「表示」ボタンをクリックす
る

①

③

③ 認定結果の欄に認定・
不認定が表示される

②

審査結果確認方法

※一番下の行を確認
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10 手続き完了後の流れについて

e-Shienシステムでの手続完了後は、就学支援金等支給事務センターにおいて申請内容、課

税情報等の確認を行いますが、申請内容に確認事項や不明な点がある場合は入力された電話

番号に連絡します。

また、必要に応じて，別途確認書類の提出を依頼させていただきます。

（例）資格消滅通知書、生徒本人の健康保険証

1   就学支援金等支給事務センターで審査をします

２ 審査結果は10月頃、e-Shienシステムから確認できます

3   翌年7月以降の就学支援金について

認定の場合

不認定の場合

4   保護者等の収入状況等に変更が生じた場合

７月～翌年6月分の授業料等の自己負担は、原則ありません。

※学校設置者（県）が生徒本人に代わって国から受領し授業料に充てるため、生徒本人や保

護者等に直接支払われるものではありません。

※通信制高校は入学時に授業料を支払っているので、授業料相当額を指定された口座へ還

付します。

認定要件に該当しない場合（所得制限（年収約９１０万円以上）、住民税が未申告など）は不認

定となり、就学支援金が支給されませんので、授業料は自己負担となります。

※授業料は口座引き落とし、又は学校から送付される納付書により期限までに納入してくだ
さい。

7月以降の就学支援金の支給については、e-Shienシステムに入力された申請内容及び保護

者等の個人番号により、就学支援金等支給事務センターで、当年7月～翌年6月までの審査を

行います。審査結果は毎年10月以降にe-Shienシステム上で確認してください。（文書でもお知

らせします。）

婚姻、離婚、死別、養子縁組等により保護者等の変更があった場合、税額の更正をした場合等

は、再審査が必要になるので、遅滞なく学校又は就学支援金等支給事務センターに連絡してく

ださい。（19ページQ８及び20ページQ9参照）

※なお、後日在学する学校を通じて文書でもお知らせします。
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11 Ｑ＆Ａ

Q1 審査結果が届きましたが、いつ振り込まれますか？

よくあるお問い合わせについて

Q2 認定されているのに毎月口座からいくらか引かれています。

就学支援金は保護者等の口座に直接振り込まれるものではなく、学校設置者（県）が生徒本人
に代わって国から受領し、授業料に充てるものです。

※通信制高校で年度当初に授業料をお支払いいただいている場合は、後日還付されます。

認定の場合、授業料は引き落とされません。引き落とし分は、各学校で徴収する諸経費（入学
金、PTA会費、修学旅行の積立金など）と思われるので、各学校へお問い合わせください。

システムについて

Q3 ログインID通知書をなくしてしまいました。

ログインＩＤ通知書を紛失した場合は、在学する学校の事務室へ再発行を依頼してください。
e-ShienシステムのＩＤ・パスワードは発行時から変更することができません。
送付するログインＩＤ通知書とこの冊子は卒業まで大切に保管してください。

Q4 e-Shienシステムにログインできません。

ＩＤ・パスワードの入力に誤りがないかを改めて確認してください。また、システムのメンテナンス
（毎月下旬）や通信回線の混雑などにより、接続ができない場合があります。時間を空けて再度
お試しください。
※パスワードを５回間違うとロックがかかります。

【ロック解除依頼先】就学支援金等支給事務センター ☎ 025-280-5143 
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申請について

Q5 マイナンバーカードを返納してしまったが申請はできますか？

できます。カードを返納してもマイナンバーは削除されませんので、市町村が発行するマイナ
ンバー入りの住民票等でマイナンバーを確認の上、申請してください。

Q6 登録した内容を修正したいです。

Q7 審査結果はどうやったら確認できますか？

結果は10月頃にe-Shienシステムで確認することができます。また、別途学校を通じて文書
でも審査結果を送付します。

Q8 今回の申請後に毎年手続きは必要ですか？

• 婚姻、離婚、死別、養子縁組等により保護者等に変更があった
• 氏名変更した
• 転居して、課税される市町村が変わった （同一市町村は不要）
• 個人番号を変更された

→就学支援金等支給事務センターへご連絡ください ☎ 025-280-5143 

翌年７月の
現在の 手続き
認定状況

意向登録
認定申請

都度手続き

申請する 申請しない

認定 不要
原則として

不要 必要

不認定 必要 必要 不要 不要

在学期間が36月（通信・定
時制は48月）を超えている 必要 必要 不要 必要

翌年（令和７年）７月の手続きの要否は、認定状況によって下表のとおりとなります。

申請情報を登録後は修正することができません。就学支援金等支給事務センターへ連絡し
てください。 ☎ 025-280-5143 

※２

※２ 申請時に個人番号を入力していない場合は手続きが必要

該当する方には学校を通じてお知らせ文書等を配付します。

※１ 下記枠内に記載の状況が発生した場合、その都度手続きが必要

※１
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認定要件について

Q10 自分が認定要件に当てはまるか確認したいです。

令和６年度の課税証明書やマイナポータルで照会した「課税標準額（課税所得額）」と「市町
村民税の調整控除の額」を確認の上、次の計算式にあてはめて確認してください。

主に父・母の

「課税標準額（課税所得額）× 6% － 市町村民税の調整控除の額※」

の合計が304,200円未満

※政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に3/4を乗じた額（市区町
村によって調整控除の額が課税証明書に記載されていない場合があるため、市区町村
で課税証明書を取得する時に調整控除の額が記載されているか確認してください。）

Q９ 税額の修正申告（収入や扶養人数等の訂正）をする予定です。現在
不認定ですが、再度申請できますか？

申請することにより、認定となる場合があるので、速やかに就学支援金等支給事務センター
に連絡し、税の更正通知書を受け取ってから15日以内に申請を行ってください。
☎ 025-280-5143
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